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知ろう！山ノ口遺跡の歴史

一般質問　	 8 ～12 ㌻
議会生中継・動画配信お知らせ	13 ㌻

11月臨時会・12月定例会	 2 ～ 5 ㌻
委員会活動報告	 6 ㌻
各種研修報告	 7 ㌻
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錦
江
町
職
員
、
フ
ル
タ
イ
ム
・

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員
の
期
末
手
当
支
給
率
が
引

き
下
げ
ら
れ
ま
し
た

　

令
和
２
年
人
事
院
勧
告
に
基

づ
き
、
０・０
５
月
分
の
引
き
下

げ
で
す
。

町
長
、
副
町
長
、
教
育
長
、
議

員
の
期
末
手
当
支
給
率
が
引
き

下
げ
ら
れ
ま
し
た

　
一
般
職
の
給
与
改
定
に
準
じ
、

０・０
５
月
分
の
引
き
下
げ
で
す
。

錦
江
町
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度

任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　

人
事
院
勧
告
に
よ
り
給
料
表

の
改
定
が
行
わ
れ
た
場
合
、
改

定
後
の
給
料
表
は
翌
年
度
の
４

月
１
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
を

明
文
化
し
ま
し
た
。

※�

現
在
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
職
員
は
防
災
専
門
監
の
み
。

錦
江
町
議
会
議
員
及
び
錦
江
町

長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動

の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
が

制
定
さ
れ
ま
し
た

　

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
選
挙
公
営
制
度
に
関

す
る
事
項
を
規
定
す
る
た
め
の

条
例
制
定
で
す
。
概
要
は
次

ペ
ー
ジ
（
Ｐ
３
）
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　

国
保
税
の
減
額
に
係
る
所
得

基
準
が
、
下
記
の
表
の
と
お
り
、

見
直
さ
れ
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、

住
民
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

鹿
児
島
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

数
の
減
少
及
び
同
組
合
規
約
の

変
更
を
認
め
ま
し
た

　

大
島
農
業
共
済
事
務
組
合
の

解
散
に
よ
る
規
約
変
更
で
す
。

大
滝
公
園
の
指
定
管
理
者
を
山

王
物
産
に
再
指
定
し
ま
し
た

　

期
間
は
令
和
３
年
４
月
１
日

か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で

で
す
。

福
祉
ふ
れ
あ
い
広
場
の
指
定
管

理
者
を
再
指
定
し
ま
し
た

　

期
間
は
令
和
３
年
４
月
１
日

か
ら
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で

で
す
。

職
員
用
パ
ソ
コ
ン
等
購
入
契
約

を
締
結
し
ま
し
た

契
約
の
方
法

　

随
意
契
約

契
約
の
相
手
方

　

㈱
南
日
本
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役　

松
窪　
　

寛

契
約
金
額１，

２
５
８
万
２
６
０
円

学
校
用
電
子
黒
板
導
入
契
約
を

締
結
し
ま
し
た

契
約
の
方
法

　

指
名
競
争
入
札

契
約
の
相
手
方

　

㈱
久
永　

鹿
屋
営
業
所�

　
　

所
長　

長
尾　

隼
人

契
約
金
額　

３
，
０
５
７
万
８
，
２
４
０
円

　
令
和
２
年
第
１
回
臨
時
会
は
、
11
月
19
日
の
１
日
間
で
、
条
例
５
件
、
補
正

予
算
１
件
、
契
約
２
件
を
審
議
し
ま
し
た
。

　
令
和
２
年
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
９
日
か
ら
18
日
ま
で
の
10
日
間
の
会
期

で
開
催
し
、
条
例
３
件
、
補
正
予
算
５
件
、
そ
の
他
３
件
を
審
議
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
５
名
の
議
員
が
一
般
質
問
し
ま
し
た
。

臨時会11月月

定例会12月月

規
約

契
約

条
例

指
定
管
理

現　　　行 改　正　後
７割軽減
基準額

基礎控除額（33万円） 基礎控除額（43万円）
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

５割軽減
基準額

基礎控除額（33万円）
＋28.5万円×（被保険者数）

基礎控除額（43万円）＋28.5万円×（被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

２割軽減
基準額

基礎控除額（33万円）
＋52万円×（被保険者数）

基礎控除額（43万円）＋52万円×（被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

●国保税の減額に係る所得基準の見直し

公の施設の
名称

指定管理者となる
団体の名称

川原地区福祉
ふれあい広場

川原地区福祉
ふれあい広場管理組合

鵜戸野地区福祉
ふれあい広場

鵜戸野地区福祉
ふれあい広場管理組合

大原地区福祉
ふれあい広場

大原地区福祉
ふれあい広場管理組合

新田地区福祉
ふれあい広場

新田地区福祉
ふれあい広場管理組合

上部地区福祉
ふれあい広場

上部地区村づくり
推進協議会

花瀬地区福祉
ふれあい広場 花瀬地区公民館
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新制度
錦江町議会議員及び錦江町長の
選挙における選挙運動の
公費負担に関する条例

▪条例制定に至った経緯
　多様な人材を確保するための環境整備として、令和元年度に全国町村議長会・全国町村会
から「選挙公営の拡大」等に関する要望が行われました。その後、「公職選挙法の一部を改正
する法律案」が議員提案として国会に提出され、令和２年６月８日可決・成立、令和２年６
月 12 日公布されました。
　町村議会議員・町村長の選挙における立候補に係る環境の改善が図られることにより、候
補者の費用負担が軽減され、町村議会議員のなり手不足を解消するための一助となることが
期待されます。

▪条例の概要
　下記の表の公費負担対象について、実際に要した選挙運動費用を公費負担限度額の範囲で、
候補者に代わって町が公費で支払います。公費は、候補者に支払うのではなく、候補者が契
約した業者等からの請求に基づいて、直接その契約業者等へ支払う仕組みになります。候補
者は、事前にその契約業者等を選挙管理委員会に届出する必要があります。

公費負担対象 公費負担限度額

選
挙
運
動
用

自
動
車
使
用
等
費

自動車使用費（ハイヤー方式の場合） 1 日の限度額　64,500 円

個別契約の
場合

自動車のレンタル費 1 日の限度額　15,800 円

燃料費 1 日の限度額　  7,560 円

運転手の雇用費 1 日の限度額　12,500 円

選挙運動用ビラ作成費

ビラ１枚当たりの作成単価の限度額（７円 51 銭 / 枚）
×作成枚数＝公営の対象となる作成費金額

～作成費の限度額～
・町議会議員選挙 12,016 円 （上限 1,600 枚）
・町長選挙 37,550 円 （上限 5,000 枚）

選挙運動用ポスター作成費

（525円6銭×ポスター掲示場数（38箇所）＋88,000円）
÷ポスター掲示場数＝作成単価の限度数　2,841円 /枚
作成単価の限度数×ポスター掲示場数
＝作成費の限度額　107,958円
　※限度額はポスター掲示場数によって変動します。
　　（町長選挙　80箇所）

※�選挙公営制度は、各候補者の得票数が供託物没収点以上の場合に適用され、没収点未満の場
合には選挙運動費用の全額が候補者の負担となります。

【参考】供託物没収点� 町議会議員選挙の場合：有効投票総数÷定数（12人）× 10分の 1
	 	 町長選挙の場合：有効投票総数× 10分の 1　
	 ※供託金………町村議会議員：15万円／町長：50万円
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ふるさと納税事業１億円など 可決
● 一般会計

１１月臨時議会補正
△ 1,113 万 8 千円

人事院勧告による人件費の減額など

ふるさと納税事業
1 億円

ふるさと納税事業に係る手数料�5,700 万円
ふるさと納税基金積立� 4,300 万円

新型コロナウイルス対策費（補助金分）
△ 6,191 万 9 千円

事業完了等による減額
大学生等学業・生活支援事業補助金

△ 401万円
賃貸店舗経済支援事業補助金

△ 516 万 7千円
中小事業・小規模事業者等緊急支援事業補
助金（農林水産業・商工業等）�△ 4,175 万円
プレミアム商品券事業補助金

△1,197 万 3千円
茶生産農家次年産茶支援対策事業補助金

△14万 2千円
子牛生産農家支援対策事業補助金�△ 63万円
特用林産持続化臨時交付金事業補助金

△18万円
発熱外来施設整備補助金� 193 万 3千円

畜産業費 国庫支出金返納金
3,095 万 7 千円

鶏糞炭化施設の用途廃止により返納

灌漑用水目的外利用調査業務委託料
△ 450 万円

農政局との協議の結果、目的外利用不可能のため

● 国民健康保険事業
療養給付費

732 万 7 千円
決算見込みによる増額

健康診査委託料
△ 338 万 7 千円

新型コロナ感染拡大防止のため未受診者対応事業の中止

● 介護保険事業（保険事業勘定）
高額介護サービス費

130 万 9 千円
決算見込みによる増額

特定入所者介護サービス費
161 万 6 千円

決算見込みによる増額

● 簡易水道事業
修繕料（維持補修）

160 万 4 千円

● 介護保険事業（サービス事業勘定）
一般会計繰出金（前年度精算分）

19 万 5 千円

かごしま国体錦江町実行委員会補助金
△ 4,025 万 9 千円

かごしま国体の延期による減額

神川小障がい児等対策施設整備業務委託料
2,981 万円

昇降機設置

ふるさと便事業
300 万円

町民に限り特産品の
送料無料。
（�令和2年12月25日（金）終了）

２回目のふるさと便事業
今回も盛況となりました
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議案に対する各議員の賛否状況

※賛否の表示は、○賛成、×反対となっています。
※議長には、表決権がありません。

　令和２年第１回　臨時会（11 月議会）

議案番号 案件名
賛否の結果

厚
ヶ
瀨
浪
瀨
染
川
池
迫
池
田
川
越
笹
原
小
吉
中
野
馬
込
水
口

議案第45号 令和２年度錦江町一般会計補正予算（第８号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第46号 錦江町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第47号 錦江町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第48号 錦江町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第49号 錦江町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第50号 錦江町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第51号 令和２年度職員用パソコン等購入契約の締結 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第52号 令和２年度学校用電子黒板購入契約の締結 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

　令和２年第４回　定例会（12 月議会）

議案番号 案件名
賛否の結果

厚
ヶ
瀨
浪
瀨
染
川
池
迫
池
田
川
越
笹
原
小
吉
中
野
馬
込
水
口

議案第53号 令和２年度錦江町一般会計補正予算（第９号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第54号 令和２年度錦江町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第55号 令和２年度錦江町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第56号 令和２年度錦江町介護保険事業（サービス事業勘定）特別会計補正予算（第１号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第57号 令和２年度錦江町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第58号 錦江町議会議員及び錦江町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第59号 錦江町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第60号
鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規
約の変更

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第61号 指定管理者の指定（神川大滝公園） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―

議案第62号 錦江町町道の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 ―

議案第63号 指定管理者の指定（福祉ふれあい広場） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 ―

◦左記は、陳情書の様式になります。
◦�請願書は、紹介議員の署名、記名押印が必要です。
　�この場合には「〔件名〕〇〇〇〇についての陳情書」の部分を請願書とし
て作成してください。
◦陳情者の住所、氏名、押印は必須です。
◦�法人の場合は、所在地、その名称及び代表者の氏名を記載し押印してく
ださい。
◦陳情者が複数の場合は、その代表者を明記してください。
◦陳情者の住所、氏名は一般に公開されます。
◦�陳情者は、１件ごとにその趣旨を簡明に記載してください。必要によっ
ては地図や写真等を添付してください。
◦陳情書は、議会事務局に提出してください。
　原則、受付日以降に開会される定例会で審議されます。
◦定例会は、年４回（３月・６月・９月・12 月）です。

ご不明な点は議会事務局へお問い合わせください。
☎ 0994-22-3045（直通） 

町政等についての要望等を請願書や陳情書として
どなたでも町議会に提出することができます。 
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独
の
補
助
事
業
を
活
用
し
た
苗
床
消

毒
等
の
対
策
の
実
施
に
よ
り
、
７
月

ま
で
は
町
内
全
体
で
発
生
が
抑
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
梅
雨
末
期
の
豪

雨
、
梅
雨
明
け
以
降
の
猛
暑
の
影
響

で
８
月
以
降
拡
大
し
、
９
月
以
降
前

年
以
上
の
発
生
が
見
ら
れ
た
た
め
、

振
興
会
役
員
を
通
じ
て
予
防
剤
散
布

の
注
意
喚
起
、
基
腐
病
対
策
の
チ
ラ

シ
配
布
、
早
期
掘
り
取
り
指
導
の
実

施
等
、
対
応
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す

が
、
被
害
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
深
刻

化
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

令
和
３
年
産
に
向
け
て
は
、
圃

場
残
渣
の
処
理
、
健
全
な
種
い
も
の

確
保
、
苗
及
び
苗
床
の
消
毒
な
ど
令

和
２
年
産
へ
の
国
か
ら
の
支
援
に
加

え
、
新
た
に
治
療
効
果
の
あ
る
薬
剤

（
ア
ミ
ス
タ
ー
Ｆ
Ｌ
）、
継
続
栽
培
な

ど
へ
の
支
援
が
拡
充
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

ま
た
、
病
害
発
生
防
止
の
た
め
の

全
さ
つ
ま
い
も
生
産
者
へ
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
の
配
布
と
地
区
別
研
修
会
の

実
施
及
び
、
基
腐
病
対
策
の
早
期
確

立
に
向
け
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

を
大
隅
、
南
薩
、
熊
毛
地
域
で
立
ち

上
げ
生
産
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
巡
回
指

導
、
実
証
圃
の
設
置
、
さ
ら
に
は
、

か
ん
し
ょ
重
要
病
害
虫
被
害
対
策
事

　

さ
つ
ま
い
も
の
病
害
は
、
平
成
30

年
８
月
頃
か
ら
南
九
州
市
や
鹿
屋
市

で
広
が
り
を
み
せ
、こ
れ
ま
で
の
「
つ

る
割
病
」
に
加
え
、
新
た
に
「
基も

と

腐ぐ
さ
れ

病び
ょ
う」
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
30
年
産
の
大
隅
地
域
の

さ
つ
ま
い
も
の
作
付
面
積
は
５
，

５
８
４

�

ha
、
生
産
量
は
１
２
７
，

０
０
５
ｔ
で
、
10
ａ
当
た
り
の
収

量
は
、
つ
る
割
病
や
基
腐
病
等
に

よ
る
腐
敗
イ
モ
の
増
加
に
よ
り
２
，

２
７
４
㎏
に
と
ど
ま
り
、
過
去
10
年

で
最
低
と
な
り
、
錦
江
町
に
お
い
て

は
作
付
面
積
１
２
７
ha
、
生
産
量
２
，

６
３
４
ｔ
、
反
収
２
，
０
６
８
㎏
と

な
り
ま
し
た
。

　

さ
つ
ま
い
も
腐
敗
症
状
の
原
因
に

つ
い
て
は
、
鹿
児
島
県
及
び
宮
崎
県

の
13
市
郡
、
63
圃
場
か
ら
枯
れ
た
茎
、

腐
敗
塊
根
を
採
取
し
、
調
査
圃
場
の

22
％
～
35
％
か
ら
さ
つ
ま
い
も
基
腐

病
ま
た
は
さ
つ
ま
い
も
乾
腐
病
の
病

原
菌
が
分
離
さ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
元
年
７
月
時
点
に
お
い
て
大

隅
地
域
で
は
、
被
害
の
発
生
が
な
い

圃
場
は
79
％
、
錦
江
町
で
は
90
％
と

な
っ
て
お
り
、

　
発
生
原
因
と
し
て
は
、

①
苗
消
毒
を
行
っ
て
い
な
い
。

② 

降
雨
後
、
圃
場
内
に
停
滞
水
が
発

池
田
地
区
２
箇
所
の
被
害
発
生
圃
場

の
診
断
を
行
い
、
宿
利
原
で
は
「
べ

に
は
る
か
」
に
お
い
て
つ
る
割
病
が
、

池
田
で
は
「
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
」
及

び
「
べ
に
は
る
か
」
に
お
い
て
つ
る

割
病
と
基
腐
病
の
混
発
が
確
認
さ

れ
、
同
一
圃
場
内
で
も
排
水
の
悪
い

場
所
に
集
中
し
て
発
生
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て�

は
、
効
果
的
で
農
家
が
取
り
組
み
や

す
い
防
除
体
系
の
確
立
要
請
、
防
除

効
果
の
高
い
登
録
農
薬
の
拡
大
要
請

及
び
現
地
試
験
等
が
実
施
さ
れ
る
際

の
連
携
・
協
力
な
ど
問
題
解
決
に
向

け
た
要
請
活
動
や
連
携
活
動
の
強

化
、
並
び
に
、
被
害
の
迅
速
か
つ
正

確
な
状
況
把
握
及
び
国
・
県
の
試
験

研
究
機
関
等
で
得
ら
れ
た
対
応
策

の
速
や
か
な
周
知
徹
底
に
よ
る
被
害

の
拡
大
防
止
な
ど
関
係
機
関
と
の
連

携
、
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を

活
用
し
た
情
報
把
握
の
迅
速
化
が
必

要
と
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

令
和
２
年
産
の
錦
江
町
に
お
け

る
作
付
け
状
況
は
、
生
食
用
36
・
４

ha
、
で
ん
粉
用
27
・
８
ha
、
焼
酎

用
１
２
５
・７
ha
、
加
工
食
品
用
８
・

６
ha
で
前
年
産
よ
り
18�

ha
減
の
計

１
９
８
・８
ha
と
な
っ
て
お
り
、
町
単

生
し
や
す
い
。

③ 

圃
場
で
過
去
に
塊
根
腐
敗
・
茎
葉

枯
死
症
状
が
発
生
し
た
こ
と
が
あ

る
。

な
ど
が
大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

対
策
と
し
て
は
、

① 

健
全
苗
を
確
保
し
、
植
付
け
前
は

必
ず
苗
消
毒
を
行
い
、
消
毒
液
は

使
用
日
ご
と
に
調
製
す
る
。

② 

排
水
対
策
を
十
分
に
行
う
。

③ 

圃
場
の
土
壌
消
毒
を
行
い
、
収
穫

残
渣
を
除
去
ま
た
は
耕
耘
に
よ
り

残
渣
の
分
解
を
促
進
す
る
。

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

錦
江
町
に
お
い
て
は
、
令
和
元
年

９
月
４
日
、
宿
利
原
地
区
１
箇
所
と

所管事務調査

文教産業
常任委員会 さつまいもの病害対策について

被害が発生している圃場の調査
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業
（
基
金
事
業
）
な
ど
を
活
用
し
た

支
援
な
ど
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

※�

国
の
助
成
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今

後
、変
更
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
調
査
結
果
を
踏
ま

え
、
国
・
県
が
実
施
す
る
次
期
作
対

策
へ
の
施
策
を
十
分
に
活
用
す
る
と

と
も
に
、
次
の
こ
と
を

提
言
い
た
し
ま
す
。

① 

さ
つ
ま
い
も
振
興
会
を
中
心
に
研

修
会
等
を
通
じ
た
、
病
害
に
対
す

る
全
生
産
者
の
意
識
高
揚
、
畜
産

農
家
等
と
連
携
し
た
輪
作
体
系
及

び
被
害
の
甚
大
な
圃
場
に
お
け
る

作
物
転
換
な
ど
へ
の
徹
底
指
導

② 

期
待
さ
れ
る
治
療
剤
（
ア
ミ
ス

タ
ー
Ｆ
Ｌ
）
購
入
へ
の
上
乗
せ
支

援

　

令
和
２
年
10
月
20
日
に
鹿
児
島

県
町
村
議
会
議
長
会
主
催
の
常
任

委
員
長
研
修
会
が
マ
リ
ン
パ
レ
ス

か
ご
し
ま
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
総

務
厚
生
委
員
長
（
池
田
議
員
）
と
文

教
産
業
委
員
長
（
笹
原
議
員
）、
議

会
運
営
委
員
長
（
川
越
議
員
）、
事

務
局
長
の
４
名
で
参
加
し
ま
し
た
。

　
「
地
方
議
会
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と

委
員
会
の
進
め
方
に
つ
い
て
」
と
題

し
て
、
議
会
・
議
員
に
求
め
ら
れ
て

い
る
役
割
や
責
任
、
そ
し
て
心
得
、

ま
た
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
議
会
の

対
応
、
委
員
会
の
運
営
に
伴
う
重
要

な
知
識
な
ど
の
講
演
が
あ
り
ま
し

た
。

　

な
か
な
か
終
息
の
見
え
な
い
「
コ

ロ
ナ
の
時
代
」
で
、
こ
れ
ま
で
と
は

同
じ
よ
う
に
い
か
な
い
中
、
議
員
と

し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
町
民
・
町

政
の
た
め
の
取
組
み
を
模
索
し
な

が
ら
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ

ま
し
た
。

　

令
和
２
年
11
月
10
日
に
鹿
児
島

県
町
村
議
会
議
長
会
主
催
の
議
会

広
報
研
修
会
が
ホ
テ
ル
ウ
ェ
ル

ビ
ュ
ー
か
ご
し
ま
に
お
い
て
開
催

さ
れ
、
議
会
報
編
集
委
員
長
（
池
迫

議
員
）
と
副
委
員
長
（
厚
ヶ
瀨
議

員
）、
事
務
局
１
名
の
３
名
で
参
加

し
ま
し
た
。

　

講
師
の
議
会
広
報
サ
ポ
ー
タ
ー
・

芳
野�

政
明
氏
に
よ
り
「
議
会
の
見

え
る
化�

住
民
と
の
信
頼
築
く
～
議

会
広
報
の
基
本
と
編
集
～
」
と
題
し

て
、
議
会
広
報
発
行
の
意
義
か
ら
目

を
引
く
広
報
誌
作
成
の
た
め
の
ポ

イ
ン
ト
や
編
集
の
実
践
方
法
な
ど

が
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、

•�

議
会
活
動
を
住
民
が
知
り
、
理

解
を
得
ら
れ
る
ま
で
が
議
会
の
責

務
で
あ
る
。

•�
議
会
広
報
は
「
分
か
り
や
す
い
」

「
親
し
み
あ
る
」「
読
み
た
く
な
る
」

を
指
針
と
し
て
編
集
す
る
。

•�

編
集
の「
進
化
」と「
充
実
」を
。

と
い
う
よ
う
な
内
容
で
し
た
。

　

研
修
を
終
え
て
、
現
在
発
行

し
て
い
る
議
会
だ
よ
り
「
き
ん

こ
う
」
に
不
足
し
て
い
る
点
や
、

マ
ン
ネ
リ
化
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
な
ど
考
え
さ
せ
ら
れ
る

点
が
多
々
あ
り
、
今
後
は
そ
れ
ら

の
改
善
に
努
め
な
が
ら
、
よ
り
多

く
の
方
々
に
読
ん
で
い
た
だ
け

る
よ
う
な
紙
面
作
り
を
心
が
け

る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

治療剤として期待されている
アミスターＦＬ

各
種
研
修
報
告

◎
常
任
委
員
長
研
修
会

◎
議
会
広
報
研
修
会

　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
研
修
の
た
め
、

例
年
よ
り
定
員
を
減
ら
し
、
感
染

対
策
に
留
意
し
た
う
え
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
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Q 

台
風
10
号
に
よ
り
コ
ロ
ナ
禍
に

お
け
る
最
初
の
避
難
所
開
設
が
行
わ

れ
た
が
、
避
難
所
の
増
設
、
発
電
機

の
排
気
ガ
ス
、
高
齢
者
避
難
の
送
迎

な
ど
不
具
合
は
な
か
っ
た
か
。

A 

町
長　

総
合
交
流
セ
ン
タ
ー
と

田
代
保
健
セ
ン
タ
ー
は
想
定
し
て

い
た
避
難
者
数
を
超
え
た
た
め
臨

時
に
文
化
セ
ン
タ
ー
と
支
所
庁
舎

を
避
難
所
と
し
て
開
設
し
た
。
発

電
機
の
排
気
は
比
較
的
風
通
し
の

よ
い
避
難
所
入
り
口
付
近
に
配
置

し
、
特
に
避
難
に
対
す
る
苦
情
等

は
無
か
っ
た
。

Q 

課
題
と
し
て
ど
の
よ
う
な
点
が

見
出
さ
れ
た
か
、
ま
た
対
応
策
は
。

A 

町
長　

３
２
９
世
帯
５
７
８
名

と
過
去
に
な
い
避
難
者
数
で
あ
り
、

課
題
と
し
て
間
仕
切
り
用
の
パ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
、
屋
内
テ
ン
ト
、
避

難
所
用
の
ベ
ッ
ド
、
発
電
機
、
投

光
器
な
ど
資
機
材
の
不
足
が
あ
り
、

こ
れ
ら
は
年
次
的
に
整
備
し
て
い

き
た
い
。

Q 

避
難
所
開
設
や
混
雑
状
況
な
ど

の
情
報
発
信
に
つ
い
て
は
適
切
に

放
送
・
案
内
が
行
わ
れ
た
か
。

A 

町
長　

な
る
べ
く
早
急
に
開
設

等
の
準
備
を
行
い
、
情
報
発
信
の

方
法
も
模
索
し
て
い
く
。

業
者
の
確
保
を
図
る
。
令
和
３
年
度
中
に

は
、
人
手
不
足
の
解
消
と
就
業
促
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
「
無
料
職
業
紹
介
相
談

所
」
を
開
設
す
る
予
定
で
あ
る
。

Q 

茶
の
価
格
低
迷
や
さ
つ
ま
い
も
の
基

腐
病
の
発
生
に
よ
り
新
規
作
物
を
模
索
す

る
農
家
も
多
い
が
、
比
較
的
労
働
力
の
か

か
ら
な
い
果
樹
栽
培
等
の
指
導
は
な
さ
れ

な
い
の
か
。

A 

町
長　

ど
の
よ
う
な
作
物
を
作
っ
た

ら
良
い
か
、
情
報
を
伝
え
る
体
制
を
整
え

て
い
き
た
い
。

Q 

今
年
度
の
施
政
方
針
に
「
農
業
の
基

盤
充
実
の
た
め
に
地
域
に
適
し
た
作
物
の

選
定
、
労
働
力
の
確
保
等
の
課
題
に
取
り

組
む
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
施
策
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

A 

町
長　

さ
つ
ま
い
も
の
代
替
作
物
と

し
て
ゴ
マ
の
実
証
圃
を
設
置
、
新
規
作
物

と
し
て
短
ご
ぼ
う
や
レ
ン
コ
ン
の
栽
培
が

行
わ
れ
て
い
る
。
新
規
作
物
の
導
入
に
は

高
度
な
知
識
と
技
術
が
必
要
で
あ
る
た

め
、
県
や
農
協
、
関
係
機
関
と
連
携
す
る

と
と
も
に
農
家
の
意
見
を
得
な
が
ら
取
引

Q 

令
和
２
年
度
の
公
民
館
講
座
、
申
し

込
み
状
況
は
。

A 

教
育
長　

14
講
座
を
設
定
し
募
集
を

か
け
、
申
込
者
数
は
昨
年
度
よ
り
多
い

１
７
６
名
で
あ
っ
た
。
う
ち
２
つ
の
講
座

の
申
込
者
数
が
５
名
以
下
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
開
設
に
至
っ
て
い
な
い
。

Q 

未
開
設
の
講
座
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
対
策
を
講
じ
る
の
か
。

A 

教
育
長　

生
涯
学
習
講
座
推
進
会
議

に
再
度
提
案
し
、
来
年
度
開
設
で
き
る
よ

う
検
討
す
る
。

Q A&
ここが聞きたい

12 月定例会では、５名の議員より
一般質問が行われました。
※質問及び答弁については、要旨を掲載しております。

一般質問

Q災害対策

町長 A 池田 行德 議員

コロナ禍における最初の避難所開設が行わ
れたが、どのような課題が見出されたか

資機材の不足、これらは年次的に
整備していきたい

QQ

農業
振興

公民館
講　座

施
政
方
針
に
あ
る
「
農
業
の
基
盤
充
実
」
の
た

め
に
ど
の
よ
う
な
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か

今
年
度
開
設
さ
れ
な
か
っ
た
公
民
館
講
座
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
る
の
か

AA

町長教育長

実
証
圃
の
設
置
や
新
規
作
物
の
推
進
を
図
る
と
と

も
に
農
家
・
関
係
機
関
と
の
連
携
に
努
め
て
い
る

生
涯
学
習
講
座
推
進
会
議
に
再
度
提
案
し
、

来
年
度
開
設
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
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A
Q 

総
務
厚
生
常
任
委
員
会
で

も
町
へ
要
請
し
た
が
、
大
根
占

地
区
３
ヶ
所
の
児
童
公
園
は
遊

具
等
が
非
常
に
少
な
く
活
用
が

な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で

の
取
り
組
み
は
ど
の
よ
う
で
あ

る
か
。

A 

町
長　

児
童
公
園
を
最
も

多
く
利
用
す
る
で
あ
ろ
う
子
ど

も
達
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た

め
、
ま
た
子
ど
も
達
に
政
策
形

成
過
程
を
体
験
さ
せ
る
た
め
に

町
内
の
小
学
生
へ
、
今
年
度
話

し
合
い
の
機
会
を
設
け
た
。
そ

こ
で
出
た
内
容
は
、
自
分
達
だ

け
で
は
な
く
高
齢
者
を
含
む

幅
広
い
年
齢
層
に
配
慮
し
た
も

の
で
検
討
の
質
の
高
さ
を
感
じ

た
。

Q 

事
業
を
実
施
す
る
方
向
で
、

３
年
度
予
算
計
上
の
可
能
性
は

あ
る
の
か
。

A 

町
長　
子
ど
も
達
か
ら
の
提

案
を
参
考
に
、
来
年
度
よ
り
複

数
年
で
遊
具
等
の
整
備
に
着
手

し
た
い
。
財
源
は
ふ
る
さ
と
納

税
基
金
を
活
用
す
る
予
定
で
あ

る
。

Q 

協
議
会
等
の
設
置
も
必
要

だ
と
考
え
る
が
。

A 

町
長　

３
年
度
の
予
算
編

成
時
ま
で
に
具
体
的
な
検
討
を

進
め
て
い
き
た
い
。

Q 

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
を
活
用
す
る
の
か
。

A 

町
長　
活
用
す
る
予
定
で
あ

る
。

Q 

公
園
の
遊
具
に
つ
い
て
、
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
検
討

を
お
願
い
し
た
い
。

A 

町
長　
基
本
的
に
は
ア
イ
デ

ア
を
出
し
て
く
れ
た
子
ど
も
達

の
意
見
を
尊
重
す
る
。

Q 

一
昨
年
12
月
議
会
で
、
環

境
省
の
海
岸
漂
着
物
等
地
域
対

策
推
進
事
業
を
取
り
入
れ
て
、

海
岸
清
掃
を
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
の
事
業
や
、
あ
る
い
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
活
動
に

で
き
な
い
か
と
質
問
し
た
が
、

そ
の
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

A 

町
長　

平
成
30
年
度
に
台

風
24
号
が
襲
来
し
た
際
は
、
緊

急
的
に
既
定
予
算
を
活
用
し
漂

着
物
の
除
去
を
行
っ
た
。
今
年

度
は
、
大
隅
地
域
振
興
局
が
主

体
と
な
り
９
月
に
海
岸
漂
着
物

等
地
域
対
策
推
進
事
業
を
発
注

し
、
町
の
馬
場
地
区
海
岸
か
ら

南
大
隅
地
区
の
海
岸
を
対
象
に

今
年
度
中
に
事
業
実
施
す
る
計

画
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

町
民
に
よ
る
海
岸
清
掃
は
、

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大

防
止
の
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ

れ
た
た
め
中
止
と
し
た
。
来
年

度
は
実
施
に
向
け
て
計
画
し
て

い
る
。

Q 

本
町
の
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
の
事
業
と
す
る
考
え
は

な
い
か
。

A 

町
長　
基
本
的
に
は
今
ま
で

の
取
り
組
み
を
継
続
し
て
い
き

た
い
。

Q 

城
元
地
区
の
海
岸
は
、
防

波
堤
な
ど
ブ
ロ
ッ
ク
の
間
の
狭

い
隙
間
に
ゴ
ミ
が
た
く
さ
ん
溜

ま
っ
て
い
る
。
除
去
の
際
、
怪

我
を
す
る
懸
念
が
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
の
人
材
枠
を
も
う
少
し
拡

大
す
る
な
り
、
対
策
を
考
え
て

ほ
し
い
。

A 

町
長　
シ
ル
バ
ー
人
材
の
年

齢
等
に
つ
い
て
は
、
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
独
自
で
検
討
す

べ
き
内
容
か
と
考
え
る
。

川越 裕子 議員

Q児童公園の遊具設置と活用について、
今後の方向性は

児童公園

町長
町内の子ども達から出た提案を参考に、
来年度から複数年での整備を行う

Q

海岸
清掃

海
岸
清
掃
を
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
の
事
業
に
で
き
な
い
も
の
か

A

町長

今
ま
で
の
取
り
組
み
を
継
続
し
て
い
き
た
い

児童公園のあり方について提案する子ども達
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A
Q 

台
風
10
号
に
お
い
て
は
、
町

内
９
ヶ
所
の
避
難
所
に
３
２
９

世
帯
５
７
８
名
が
避
難
さ
れ
、

９
月
と
い
う
猛
暑
か
つ
コ
ロ
ナ

禍
で
大
変
な
思
い
を
さ
れ
た
と

感
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
田

代
の
川
原
地
区
と
上
部
地
区
に

は
避
難
所
が
な
い
。
以
前
は
川

原
地
区
に
は
畜
産
基
地
管
理
セ

ン
タ
ー
が
避
難
所
と
指
定
さ
れ

て
い
た
が
、
木
造
で
築
32
年
を

経
過
し
て
お
り
、
現
在
避
難
所

と
し
て
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

高
齢
化
が
進
む
中
、
地
元
に
避

難
所
を
望
む
声
も
多
く
あ
る
。

避
難
や
会
合
、
サ
ロ
ン
、
健
診

等
の
で
き
る
総
合
的
な
施
設
へ

の
建
て
替
え
は
で
き
な
い
か
。

A 

町
長　

台
風
10
号
の
際
は
、

川
原
地
区
住
民
の
方
々
は
保
健

セ
ン
タ
ー
に
避
難
さ
れ
た
。
高

齢
化
が
進
む
中
、
地
域
住
民
の

方
々
は
、
近
く
に
避
難
所
が
あ

れ
ば
安
心
で
あ
ろ
う
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
複
合
施
設

へ
の
建
て
替
え
と
な
る
と
相
当

な
費
用
が
必
要
と
な
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
地
区
公
民
館
の
方
々

と
も
協
議
を
行
い
、
今
後
の
方

向
性
を
検
討
す
る
。

Q 

川
原
地
区
に
は
２
９
７
世

帯
５
７
１
人
が
住
ん
で
い
る
。

20
年
程
前
の
鶴
園
自
治
会
の
災

害
で
は
３
名
の
尊
い
命
が
失
わ

れ
、
ま
た
平
石
自
治
会
か
ら
上

原
自
治
会
ま
で
は
人
家
の
裏
が

山
で
あ
り
、
危
険
地
域
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
地

元
に
避
難
所
が
あ
れ
ば
と
い
う

思
い
は
皆
が
も
っ
て
い
る
と
考

え
る
が
。

A 

町
長　
町
の
防
災
計
画
の
中

で
は
、
基
本
的
に
は
自
治
会
公

民
館
も
避
難
所
と
し
て
指
定
し

て
い
る
。
造
る
こ
と
も
も
ち
ろ

ん
検
討
の
対
象
に
は
な
る
が
、

今
あ
る
施
設
を
工
夫
し
て
使
う

こ
と
も
、
ひ
と
つ
の
検
討
方
法

だ
と
考
え
て
い
る
。

Q 

川
原
地
区
に
お
い
て
は
、

昨
年
60
回
程
会
合
を
開
い
て
い

る
。
し
か
し
、
畜
産
管
理
セ
ン

タ
ー
は
古
い
造
り
で
あ
り
、
入

り
口
に
は
段
差
、
炊
事
場
に

は
階
段
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
な
環
境
で
、
高
齢
の

方
々
は
苦
労
し
て
い
る
。
車
椅

子
で
も
入
れ
る
よ
う
に
ス
ロ
ー

プ
を
設
置
す
る
な
ど
、
様
々
な

改
良
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

A 

町
長　
担
当
課
と
協
議
し
な

が
ら
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、

改
善
に
向
け
て
進
め
て
い
く
。

現在の川原地区畜産管理センターの外観

Q老朽化の進む川原地区畜産基地管理センター、
複合的な施設へ建て替えを

防災対策

町長
建て替えには多額の費用が必要となるため、
修繕等を含めながら、今後の方向性を
検討していく 浪瀨 亮祐 議員
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A
Q今年１年間のバイオマス施設

運営状況について問う

地産地消

町長
施設自体が頻繁に停止し、停止の原因究明と
その復旧作業に時間を要した

Q

Q 

現
在
の
稼
働
状
況
は
。

A 

町
長　

平
均
稼
働
率
は

57
％
で
、
稼
動
目
標
は
80
％
で

あ
る
。

Q 

現
在
の
熱
源
利
用
状
況
は
。

A 

町
長　

１
番
目
に
燃
料
と

な
る
木
質
チ
ッ
プ
を
乾
燥
さ
せ

る
た
め
に
利
用
し
、
２
番
目

に
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
の
温
水
供

給
、
３
番
目
に
隣
接
す
る
レ
ン

コ
ン
圃
場
へ
の
温
水
供
給
、
４

番
目
に
薪
乾
燥
施
設
へ
の
温
風

供
給
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。

Q 

事
業
実
績
は
。

A 

町
長　

購
入
す
る
木
質

チ
ッ
プ
は
年
間
４
９
３
ト
ン
、

４
２
５
万
円
で
あ
り
、
二
酸

化
炭
素
排
出
削
減
量
は
年
間

１
８
２
ト
ン
で
あ
る
。
事
業
の

目
的
は
、
防
災
・
減
災
の
た
め

の
自
主
財
源
確
保
が
第
一
で
あ

る
が
、
林
業
の
振
興
、
地
域
資

源
を
活
用
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

地
産
地
消
、
二
酸
化
炭
素
排
出

量
の
削
減
な
ど
幅
広
い
事
業
効

果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

Q 

今
年
１
年
間
の
総
括
と
問

題
点
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

A 

町
長　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
に
よ
り
技
術
者
の
直
接

的
な
指
導
が
受
け
ら
れ
な
か
っ

た
。
ま
た
、
施
設
自
体
が
頻
繁

に
停
止
し
、
停
止
の
原
因
究
明

と
そ
の
復
旧
作
業
に
時
間
を
要

し
た
。
今
後
は
メ
ー
カ
ー
や
委

託
事
業
者
等
の
関
係
者
と
連
携

し
、
検
討
を
重
ね
て
い
く
。

Q 

大
滝
陸
橋
か
ら
丸
尾
集
落

入
口
ま
で
の
目
に
あ
ま
る
支
障

木
及
び
雑
草
の
除
去
は
講
じ
ら

れ
な
い
か
。

A 

町
長　

県
道
の
管
理
に
つ

い
て
、
引
き
続
き
大
隅
地
域
振

興
局
等
へ
要
望
す
る
。

Q 

度
々
要
望
し
て
い
る
高
尾

か
ら
大
久
保
集
落
の
上
の
拡
幅

工
事
は
ど
の
よ
う
な
見
通
し
で

あ
る
か
。

A 

町
長　

昨
年
も
大
隅
地
域

振
興
局
の
土
木
部
長
、
課
長
、

県
議
を
含
め
現
場
で
検
討
し
、

重
要
な
要
望
事
項
と
し
て
お
願

い
し
て
い
る
。

道路
管理

県
道
・
神
之
川
内
之
浦
線
の
支
障
木
・

雑
草
の
除
去
及
び
拡
幅
工
事
な
ど
、

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
状
況
か

A

町長

県
道
の
管
理
に
つ
い
て
、
大
隅
地
域
振
興
局
等

へ
引
き
続
き
要
望
を
進
め
て
い
く

大滝陸橋から丸尾集落入口までの草が
生い茂っている様子

小吉 昭弘 議員

田
代
支
所
敷
地
内
に
あ
る

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
施
設
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A
Q 

令
和
元
年
度
に
総
務
省
事

業
の
２
千
万
円
の
予
算
で
、
本

町
に
ど
の
よ
う
な
種
類
の
自
然

再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ど
れ
く
ら

い
あ
る
の
か
と
い
う
賦
存
量
の

調
査
を
委
託
業
者
に
依
頼
し
実

施
し
て
い
る
。
今
後
、
本
町
の

自
然
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産

地
消
を
町
長
は
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。

A 
町
長　

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
、

畜
産
バ
イ
オ
マ
ス
、
小
水
力
発

電
、
太
陽
光
な
ど
町
内
の
電
力

を
賄
う
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
あ
る

と
い
う
調
査
結
果
が
出
て
お
り
、

令
和
元
年
度
に
策
定
し
た
エ

ネ
ル
ギ
ー
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に

は
「
再
エ
ネ
１
０
０
％
・
Ｒ
Ｅ

１
０
０
の
錦
江
町
」
を
目
指
す

と
明
確
に
し
た
。
町
内
で
発
電

さ
れ
た
電
力
が
町
内
で
消
費
さ

れ
る
こ
と
は
、
新
た
な
企
業
を

設
立
す
る
こ
と
に
匹
敵
し
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
新
た
な
地
域
の
産

業
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
く
の

で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。

Q 

本
町
に
は
神
ノ
川
水
系
・
雄

川
水
系
と
２
つ
の
大
き
な
水
系

が
あ
り
、
そ
の
２
つ
の
水
系
で

50 

Kw
以
下
の
小
水
力
発
電
は
必

ず
い
く
つ
も
で
き
る
と
考
え
る
。

リ
ス
ク
を
負
わ
な
い
よ
う
国
の

補
助
金
等
を
活
用
し
な
が
ら
、

２
つ
・
３
つ
の
自
治
会
が
試
験

的
に
小
水
力
発
電
を
実
施
し
、

そ
の
試
験
結
果
を
見
て
、
後
に

多
く
の
自
治
会
が
小
水
力
発
電

の
計
画
・
実
施
を
行
え
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
自
主
財
源
が
乏
し

い
自
治
会
に
と
っ
て
は
将
来
へ

の
希
望
と
な
り
、
新
た
な
計
画

も
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
。

A 

町
長　

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

の
中
に
も
、
小
水
力
発
電
に
つ

い
て
い
く
つ
か
具
体
的
に
提
案

し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
実
現

の
可
能
性
を
感
じ
ら
れ
る
も
の

も
あ
る
た
め
、
精
査
し
な
が
ら

小
さ
な
成
功
例
を
１
つ
ず
つ
作

り
、
最
終
的
に
小
水
力
発
電
を

希
望
す
る
自
治
会
が
あ
れ
ば
進

め
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

Q 

小
水
力
マ
イ
ク
ロ
発
電
は

環
境
に
負
荷
を
か
け
る
こ
と
な

く
、
昼
夜
問
わ
ず
毎
日
安
定
し

た
発
電
が
可
能
と
の
こ
と
で
あ

る
。
今
ま
で
主
に
農
業
用
水
へ

の
利
用
で
あ
っ
た
未
利
用
資
源

を
資
源
と
し
て
活
用
で
き
、
ま

た
安
定
し
た
財
源
確
保
に
も
繋

が
る
と
考
え
る
が
。

A 

町
長　
国
や
県
の
事
業
導
入

に
向
け
て
の
調
査
事
業
を
活
用

し
、
着
手
で
き
る
か
ど
う
か
検

討
し
て
い
き
た
い
。

染川 金治 議員

Q本町の未利用資源の活用について、
町長の考えを伺いたい

地産地消

町長
昨年度策定したエネルギーマスタープランでは
「再エネ 100％・RE100 の錦江町」を
目指すと明確にした

※
再
エ
ネ
と
は

　

太
陽
光
発
電
・
風
力
発
電
・

水
力
発
電
・
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
・

地
熱
発
電
な
ど
の
こ
と
。

※
Ｒ
Ｅ
１
０
０
と
は

　

自
ら
の
事
業
（
錦
江
町
役
場

で
実
施
す
る
事
業
）
に
関
す
る

使
用
電
力
を
「
１
０
０
％
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
ま
か
な

う
」
と
い
う
こ
と
。

・ 誰もが小水力発電を行える主体となり
　うることへの気づき。 

・ 地域がやる気を起こす主体へ。 

地域自治再生 

メカニズム 

小水力

の活用 

地域の懸念

に対する 

課題解決 

農山村

地域 

地域住民の地域に

対する認識の変化 
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錦江町議会
生中継・録画配信の視聴のしかた

　錦江町議会では、令和２年 12 月議会から、インターネット映像配信サービス YouTube を
利用して本会議の生中継及び録画映像の配信を行っています。お気軽に、ぜひご覧ください。

▶ スマートフォンからご視聴の場合、右記の QR コードを読み取るだけ
で YouTube「錦江町議会事務局チャンネル」へ進むことができます。

②へ 

③へ 

④へ 

⑤へ 

⑥へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

▶ 視聴方法 

錦江町 

① インターネットで「錦江町」と検索。 ② 錦江町のホームページを開き、下へスク
　 ロール。 

③「コンテンツ」の中から「錦江町議会」
　 を選択。 

議会インターネット
中継について 

④「議会インターネット中継について」を
　 選択。 

ＵＲＬ 

⑤ ページ下部の注意及び免責事項をご確認の
　 上、中央のＵＲＬ〈外部リンク〉を選択。 

⑥ YouTube「錦江町議会事務局チャンネル」
　 が開くため、視聴したい動画を選択する
　 と、動画が再生されます。 

視聴したい動画を選択 

注意及び免責事項 

錦江町議会 

コンテンツ 

錦江町議会
事務局

チャンネル
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昨年は新型コロナウイルスという未知の感染
症に、日本のみならず、世界が直面する年

となりました。我々議会も出張や勉強会などの
ほとんどが中止となり、地域のイベント行事も
同様となりました。
　年が明けても、未だ終息の見通しは立ってお
りません。これからどんな社会になるのか、自
分に何ができるのか、新しい生活様式を見つけ
出す年になればと思います。
　何かと不便の多い今日ですが、この状況が１
日も早く解消され、平穏な日々が戻ることを祈
りつつ、暮らしやすい社会をつくるために諦め

ず挑戦を続け、“もうひと踏ん張り” と、そんな
心持ちでいたいものです。
　また、４月には町議会議員選挙が実施されま
す。錦江町の明日に向け、意欲のある方の立候
補を望みます。

◆議会報編集委員会
委 員 長	 池迫　重利
副委員長	 厚ヶ瀨博文
委　　員	 笹原　政夫・川越　裕子
	 池田　行德
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　昭和30年代、大根占山ノ口の海岸線に出土
した、約２千年前の弥生時代中期後半の土器や
軽石製品である県の埋蔵文化財が、今回、文化
センターのギャラリーに１月11日まで展示さ
れました。国内でも貴重な遺物です。
　今後、神川や花瀬の「カワゴロモ」や「タシ
ロカワゴケソウ」、池田旗山神社の「柴まつり」
などとあわせて、錦江町の誇るべき文化財、ま
た観光資源として活用されることが期待されま
す。

傍聴してみませんか
３月定例会は本庁で開催！

３月定例会の会期は、
３月４日から19日
一般質問は、３月18日㈭の予定です。

本庁３階の議場へ
傍聴においでください。

編
集
委
員　

厚
ヶ
瀨 

博
文

編
集
後
記

表紙をウォッチ表
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